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       補助金調書

補助金名 福岡インターナショナルスクール事業補助金 担当課
（連絡先）

総務企画局国際部
（TEL 092-711-4022）

交　付　先 団体 学校法人福岡国際学園 区分 その他の補助金

交付先決定方法 非公募
（公募の場合）

公募時期

（公募の場合）
応募要件

（非公募の場合）
非公募の理由

当該補助事業（インターナショナルスクール事業）を実施している者が、九州で１校のみであるた
め。

補助開始年度 平成9 年度 経過年数 18 年度

前年度 前々年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

【補助金の目的】
　外国人児童生徒に対する教育環境の向上を図り、国際機関や外国企業の誘致などによる福岡
市の国際化に資するため、英語による一貫カリキュラムを持つ九州唯一の国際学校である福岡
インターナショナルスクール事業を地域経済界及び福岡県とともに支援する。
【補助対象事業】
　補助の対象となる福岡インターナショナルスクール事業とは、学校法人福岡国際学園が全ての
国籍の外国人児童生徒のために教育基本法及び学校教育法に従い学校教育を行うことを目的
として行う次の事業とし、学校の経営に充てるために行う収益事業はこれに含まないものとする。
（１） 私立各種学校福岡インターナショナルスクールの幼児科、初等科、中等科及び高等科の学
校教育事業
（２） 前号に定める学校教育事業の促進充実のために実施する広報、研修及びその他の事業

補助金の終期 平成28 年度 延長回数 0 回

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

定率

【補助対象経費】
福岡インターナショナルスクール事業のうち学校教育事業、広報事業、研修事業、
その他
【補助金額の算定方法・考え方】
補助対象経費の100分の5を上限とし、予算の範囲内で交付する。

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

（6,000） 6,000 6,000

前年度補助事業
の主な実施概要

6,000

福岡インターナショナルスクール（幼児科、初等科、中等科、高等科）の運営
・生徒数：212名（平成26年2月末）
・教員数：28名（平成26年2月末）
・年間授業日数：180日（４学期制）
・授業のほか、演芸会、チャリティウォーク、サマースクール、オープンハウス、スポーツデイ等の
行事を行うとともに、生徒用机椅子購入など教育施設の充実を図った。

補助金交付
による効果

　地域の経済界・福岡県・福岡市が一体となって推進しているものであり、関係者が協調して財政
支援を行うことで、同校の経営の安定が図られている。
　同校は、ＷＡＳＣ（米国系インターナショナルスクール認証）や国際バカロレア（大学への入学資
格取得の国際的なプログラム認証）を取得済みであり、同校高等科を修了することで世界中ほと
んどの国の大学受験が可能になるなど、国際的に通用する高水準な学力習得を目指す外国人
児童生徒の教育環境の向上に資し、福岡市の国際的な経済交流の活性化を図る上で重要な基
盤となっている。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前々々年度

(1) 1 1


